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第９５回産科医療補償制度 再発防止委員会 

２０２３年９月２０日 

 

 

○事務局 

 本日は、ご多用の中、ご出席頂きまして、誠にありがとうございます。 

 本日も、Ｗｅｂ会議システムを利用して、再発防止委員会を開催致します。審議中にネ

ットワーク環境等により音声や映像に不具合が生じる可能性もございますが、必要に応じ

て都度対処してまいりますので、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。 

 会議を開始致します前に、資料のご確認をお願い致します。 

 次第、本体資料、出欠一覧。資料１、「テーマに沿った分析について」委員ご意見一覧。

資料２、第１４回再発防止に関する報告書「第３章テーマに沿った分析」（案）。資料３、

「紹介事例集（仮）について」委員ご意見一覧。資料４、「紹介事例集（仮）」掲載候補

事例。資料５、「紹介事例集（仮）」（案）。資料５－参考「紹介事例集（仮）」原稿案。

資料６、「紹介事例集（仮）について」産科医委員ご意見一覧。資料７、産科医療の質の

向上への取組みの動向（従来案）、資料７－参考１、第１４回再発防止に関する報告書

「第４章産科医療の質の向上への取組みの動向」各テーマに関する集計表（案）。資料７

－参考２、第１３回再発防止に関する報告書「第４章産科医療の質の向上への取組みの動

向」。資料８、産科医療の質の向上への取組みの動向（改訂案）。資料９、産科医療補償

制度リーフレット「適切な新生児蘇生の実施のために」。 

 なお、事例データに関する資料につきましては、審議中でございますので、お取扱いに

はご注意下さいますようお願い申し上げます。 

 また、委員の皆様へ、審議に際して、１点お願いがございます。会議の記録の都合上、

ご発言をされる際には挙手頂き、委員長からのご指名がございましたら、ミュートを解除

の上、初めにご自身のお名前を名乗った後に続けてご発言下さいますよう、お願い申し上

げます。 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第９５回産科医療補償制度再発防止委

員会を開催致します。 

 本日の委員の皆様の出席状況につきまして、出欠一覧より変更があり、鮎澤委員が欠席

となりましたのでご報告致します。なお、佐山委員より、ご参加が遅れる旨のご連絡を頂
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いております。なお、井本委員の後任である佐山委員につきましては、ご出席次第、就任

のご挨拶を頂く予定でございます。 

 会に先立ちまして、８月３１日をもちまして、井本委員がご退任されることになりまし

たため、ご挨拶を頂ければと存じます。井本委員、お願い致します。 

○井本委員 

 委員会の大変貴重な時間を頂き、ありがとうございます。日本看護協会常任理事の井本

でございます。 

 本日は、委員の交代にあたりまして、御礼のご挨拶をするためにこちらに参りました。

今回、諸般の事情により、委員を交代することになりました。私は日本助産師会の理事の

折から、この再発防止委員会には関わらせて頂きまして、長年経ちます。今回、私と一緒

に日本看護協会で周産期関係の職員に普及活動を一緒に行っております佐山委員に交代す

ることと致します。私自身は日本看護協会として、今後も再発防止策の普及にしっかり努

めてまいりたいと思います。ここにご参加の先生方には、原因分析の部会の折から様々大

変お世話になりました。今後とも引き続きご指導のほど、よろしくお願い致します。本日

はありがとうございました。 

○事務局 

 ありがとうございました。 

 それでは、ここからは木村委員長に進行をお願い致します。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。まず、冒頭に井本委員に、私からもお礼を申し上げます。日本

看護協会を代表して、あるいは日本の助産師の方々を代表して、長らくこの委員会、ある

いは日本助産師会にも関わって頂きまして本当にありがとうございます。また次のポジシ

ョンでも色々ご活躍頂くことになると思います。またご指導頂きます。どうぞよろしくお

願い致します。 

 それでは、本日は第１４回再発防止に関する報告書のテーマに沿った分析などについて、

具体的な議論を始めたいと思います。お忙しい中お集まり頂きまして、どうもありがとう

ございます。委員の皆様方の活発なご審議をよろしくお願い申し上げます。 

 ということで、本体資料見て頂きますと、まず１）の（１）テーマに沿った分析につい

てということで、議事に入らせて頂きたいと思います。 

 まず、（１）テーマに沿った分析についての説明を、資料に基づきお願い致します。 
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○事務局 

 事務局より失礼致します。第３章、テーマに沿った分析についてご説明を致します。資

料は本体資料および資料１、資料２をお手元にご準備下さい。 

 まずは本体資料をご覧下さい。前回委員会では、第１４回報告書における「第３章 テ

ーマに沿った分析」の構成案についてご審議を頂きました。ご審議頂きました内容を踏ま

えまして、構成案を修正し、その構成案に基づいて原稿案を作成致しましたので、その内

容につきましてご確認およびご審議頂きたいと考えております。 

 資料１をご覧下さい。資料１は、前回委員会で頂戴したご意見一覧に沿いまして、ご確

認頂きたい事項をご説明致します。ご意見の１番から３番は、分析テーマの一覧表につい

てのご意見になります。こちらのご意見から、資料２の４ページから５ページに掲載して

おります表１へ、西暦で発行年を追記致しました。 

 また、４番から５番では、ホームページの掲載についてご意見を頂いておりましたが、

ホームページの改修のタイミングに合わせて体裁を検討させて頂ければと考えております。 

 続きまして、資料１の２ページ目、６番から１０番のご意見につきましては、再発防止

のワーキンググループの記載や位置づけについてご意見を頂戴しておりました。こちらに

つきましては、資料２の３ページ下段に記載がございますように、ワーキンググループと

しての項目は作成せず、本文内で簡単なご紹介をさせて頂くような構成案と致しておりま

す。７番のご意見で、アブストラクトの掲載についてご意見を頂戴しておりますが、和文

概要などの掲載につきましては検討しているところでございますので、また次回の委員会

で、具体的なものが何かお示しができるかどうか検討中というところでございます。ワー

キンググループの詳細につきましては、例年通り報告書の巻末で取組みをご紹介させて頂

くことではいかがかと考えておりますので、また次回の委員会にて、そちらのほうもご覧

頂ければと思っております。 

 続きまして、資料２の概略をご説明致します。前回委員会では、Ⅰを「テーマに沿った

分析について」としておりましたが、こちらは「はじめに」とさせて頂き、第３章の導入

となるような内容を記載予定でございます。 

 資料２の２ページ以降、Ⅱの「テーマに沿った分析について」が、今回メインとなる章

でございますので、「はじめに」につきましては、今回の委員会でご審議頂いた方向性に

沿いまして、次回委員会でご提示する予定としております。 

 それでは、資料２の２ページから「Ⅱテーマに沿った分析について」をご覧下さい。１.
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テーマに沿った分析の概要につきまして、１）から３）で、これまでの報告書に掲載して

きた内容を、今回のテーマに合わせて詳細な説明を追記するなどしまして、テーマに沿っ

た分析について、より分かりやすく記載する案と致しました。 

 ３ページからの２.これまでのテーマに沿った分析では、１）再発防止報告書の項で、

これまでの分析テーマ一覧をお示ししまして、繰り返し分析を行ったテーマの中でも特に

多かった胎児心拍数聴取や、胎児心拍数陣痛図の判読に関するテーマ、新生児蘇生や新生

児管理に関するテーマ、子宮収縮薬に関するテーマの３題につきまして、これまでの産科

医療関係者等に対する提言を一覧表で掲載し、様々な視点で提言を行ったことについて記

載をしております。 

 ２）では、１４ページに記載しておりますように、リーフレット・ポスター等の発行物

につきまして、過去に発行したものを一覧表としております。こちらには発行年や再発防

止に関する報告書の発行回、対象についても併せて掲載をさせて頂いております。 

 続きまして、３）では、１５ページ以降に掲載しておりますように、再発防止に関する

アンケートについて記載する案と致しました。最新の２０２１年に実施したアンケート結

果より、今後取り上げて欲しいテーマや具体的な取組み内容、各種発行物の活用状況につ

きまして、上位の項目を集計しております。全てのアンケート結果につきましては、二次

元コードでホームページの掲載先をご提示する予定でございます。 

 また、１３ページにつきましては、脳性麻痺の主たる原因等の記載を抽出し、データベ

ース化していることにつきまして、主たる原因のうち、単一の原因についての集計結果を

記載しております。経年的なグラフ化をして、何が多かったのかといったところをお示し

できるようにしております。 

 続きまして、「３.今後のテーマに沿った分析」につきましては、１７ページに記載を

しております、先述の内容を踏まえて、胎児心拍数陣痛図についてニーズが高いことが考

えられましたので、今回、紹介事例集を別冊として作成したことについて、こちらでご紹

介をしております。詳細につきましては、１８ページ以降にⅢとして紹介事例集の項目を

立てまして、本日ご審議頂いた結果を反映し、概要を掲載予定でございます。 

 その他、１７ページの後半下半分につきまして、分析対象事例数の増加により、記述疫

学を主とした分析手法のみでは、分析結果がミスリードとなる可能性があることですとか、

多様な視点で分析を行えるような検討を行う観点から、次年度に行う予定の分析について

検討している旨を記載しております。 
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 ご説明は以上となります。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。まず、この項目でありますが、再発防止に関する報告書の在

り方とか、どういったことをやってきたかというようなことのサマリーになるかと思いま

す。また、今までの歴史を少し語るというふうな感じの構成になっているかと思いますが、

何かご意見ございますでしょうか。 

 １つ、再発防止ワーキンググループの活動につきましては、例年、再発防止報告書の最

後のところに章立てがございます。そこを見ますと、ずっと２０１６年からワーキンググ

ループが出してこられた論文のタイトルとかそんなのも載っていますので、そこに誘導す

るような形で、３ページの一番下のパラグラフで書いて頂いたということになるかと思い

ます。 

 お願いします。勝村委員、どうぞ。 

○勝村委員 

 強い意見ではないかもしれないのですが、１２ページの後半のところから出ている主た

る原因というグラフなのですが、何か少しこの資料に、全体の中でも、少し急に出てきて

いるという印象があるし、もともと原因というのが、一次的な原因、二次的な原因、三次

的な原因というのが論理的にあると思うし、そこの整理が僕は少し以前から違和感を持っ

ていましたし、胎盤早期剥離に関しては重要なテーマだということは別途僕ら議論してき

ていますが、何かこのグラフにそんなに意味があるのかなということもあるので、何を読

み取ったらいいか分からないので、僕はなくてもいいのかなとか思うのですが、せっかく

作って、どういう表現の仕方がいいのか分からないですが、主たる原因というものをピッ

クアップすることにあまり意味がないような気はするのですがという意見です。 

○木村委員長 

 いかがでしょうか。これも確かに少し唐突感があることはあるし、それから、多分常位

胎盤早期剥離でも、原因分析委員会のほうで、どうしてもこれで緊急に帝王切開やってア

プガースコアがよくてハイポキシアもない、低酸素症もないというような児が出てきても、

原因って書いちゃうんですよね。だから勝村委員がおっしゃるように、これが本当の原因

かというと多分全然違うことがその背景にはあって、その背景があるから常位胎盤早期剥

離になったということも入っているので、確かにミスリードする可能性はあると思います。 

 ただ興味深いのは、双胎における血流の不均衡とか、少し下のほうなのですが、そうい
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ったものの割合が相対的に増えているんです。このような原因が増えているというのは、

見ていて興味深いなというのは少し思ったところではあります。 

 いかがでしょうか。確かにこれ、少しこの取扱いは事務局のほうでも困っておられて、

書くのかということは悩んでおられたところなのですが。なしでよければ、なしでもこの

章としてはまとまりますね。どうしましょう。なしでも別にまとまるといえばまとまる話

ではあります。 

○石渡委員長代理 

 石渡ですが、この表は大ざっぱに見ると、やはり今まで長い年月かけて色々原因が変化

してきたということで、主たるものは常位胎盤早期剥離で、２つ目が臍帯脱出以外の臍帯

因子で、これは両方とも多いわけですが、もう少し長い目で見ていくと、この表をずっと

続けると、結構興味深いメッセージが出てくるのではないかなと思っているのですが、今、

委員長が言われた、いわゆる双胎における血流の不均衡も増えてきていますけれども、

色々分析が、要するに胎児の状況がずっと正確にもう少し把握できるようになってくれば、

これはもう少し多くなってくるのではないかと思いますし、長い目で見て、これをあと５

年とか１０年続けると、何か興味深い傾向が出てくるのではないかなというふうに思いま

すので、私はこの表はあってもいいと思います。 

○木村委員長 

 トレンドとしては、私もこうなのかなと、子宮破裂とかもこれが有意かどうか分からな

いけど、割合としては減っているというようなことは見て取れるかなという気は致します

が。 

 市塚委員、お願いします。 

○市塚委員 

 市塚と申しますけれども、確かに興味深いとは思うのですが、この表の中でも、対象が

やっぱり変わってきているかと思うんですよね、今後入れると、審査対象が。そうすると、

やっぱり小さい児まで今後はみんな入れていこうということになったと思いますので、そ

うなると、やっぱり本当の原因というよりも、小さい児を対象に入れたことで、この比率

というのが変わってくる恐れがあるかなと思う、もし経年的なグラフを入れるのであれば、

ここで対象が少し変わりましたよみたいなコメントは入れてもいいかなと思いました。 

○木村委員長 

 そうですね、これでいきますと２０１４年までが同じ審査基準で、２０１５年から後が
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また変わっているということになりますので、その転換点は少し入れておいてもいいかも

しれませんね。 

○飛彈委員 

 すみません、小児科の飛彈でございます。 

○木村委員長 

 お願い致します。 

○飛彈委員 

 小児科の飛彈ですが、ありがとうございます。私、やっぱりこの原因を見ておりまして、

医療者の努力でやっぱり改善できるところと改善できないところがあるなというのは結構

出ているかなと思いました。例えば、常位胎盤早期剥離ですとか、子宮破裂ですとか、な

かなかどんなに注意喚起していっても、ある一定の割合で予防できないものと、それから

臍帯脱出以外の臍帯因子といいますと、もしかしたらモニターとかを子細に見ていくこと

で、少しトレンドが変え得るものということもあるのかなと思いました。 

 先ほど市塚委員が言われましたように、対象が変わってくると原因というのも変わって

まいりますし、そういう意味で少し細々してしまうかもしれないのですが、例えばこの表

をベースと致しまして、ここのところで、例えば再発防止委員会からこういうことについ

てアラートを出したとか、そういうようなタイムポイントも表示できるようになると、何

か原因分析等々が与えた影響というのも見られるのではないかなという気は致しました。

ありがとうございます。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。 

○勝村委員 

 よろしいですか。 

○木村委員長 

 お願いします。 

○勝村委員 

 少し今回のこれはグラフになっているのですが、２００９年から２０１５年の２,９０

０で、主たる原因、単一のものだけを出していてということですよね。主たる原因が分か

らないものは、何とか主たる原因というのを、原因分析委員会の人たちは真剣にそんなに

こうやって統計されると思って書いているのかなというぐらい、少し僕、かなり以前なの
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ですが、いくつか報告書を読ませてもらったときに、主たる原因の基準がバラバラなので

はないかなとか、やっぱり複数個もあるので、これ１個しか記載がないけど、これだとし

たら複数書いておいたほうがいいのではないかと思うのがあったり、もしこれを載せるな

ら、やっぱり、せっかくあれだし、経年変化を見ることの意味とかもあるのですが、もし

見るのだったらやっぱり本当に中身を見て、意味のあるデータかどうかということとかを、

例えば小林委員もおられるわけなので、少しもともとのところがピックアップする仕方が、

やっぱり少しそろってないという印象を僕はずっと思っていたので、その辺りを吟味する

必要があるのではないかなとは思うのですがね。より意味のあるものにしていくために。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。どうしましょうか。そうしたら少しこの中身を少し精査して頂

いて、勝村委員の今おっしゃったようなことも含めて、なかなか昔のものがどのように決

められたかって見ていくのは少し難しいのかもしれませんけれども、小林委員に少しアド

バイスを頂きながら、これをまとめる、こういった形で出すのがいいのか、出さないほう

がいいというご意見でありましたらそれでもいいと思うのですが、小林委員、いかがでし

ょうか。 

○小林委員 

 小林です。そうしましたら、単一原因と、それから複数書いてあるものも含めた図を少

し事務局と相談して作ってみて、もし間に合うようでしたら次回に見て頂いて、どうする

か決めて頂ければと思います。 

○木村委員長 

 では、少し一度、ご検討のアドバイスを頂けますでしょうか。 

○小林委員 

 はい、分かりました。 

○木村委員長 

 では、少しそういった形で、これを載せるかどうか決定させて頂きたいと思います。少

しこれは次回までの宿題という形にさせて頂こうと思います。 

 他はいかがでしょうか。 

○市塚委員 

 すみません、よろしいでしょうか。１４ページの２）のリーフレットについてなのです

が、このリーフレットができてから、最初からもう１０年経っているわけなのですが、こ
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この本文の中にも、ガイドラインの変遷により、このリーフレットの書いてあることが、

必ずしも最新のことを言ってないことがありますと書いておきながら、今後も参考資料と

して利用できると考えると書いてあるのですが、そういうふうに言い切ってしまっていい

かなという。少し細かいところなのですが、すみません。 

○木村委員長 

 少し音声途切れましたけれども、要は前半で今と合ってないかもしれないけれど、今後

も使えと言っていると。 

○市塚委員 

 やっぱり使う側に、少しその辺は考えて使ってねという程度のほうがいいのかなという

ふうには少し思っているんです。というのも、当時から比べてかなり無痛分娩というのが

増えてきていると思うんですよね。そうすると無痛分娩の場合、どうしても早い段階で人

工破膜とか、そういった介入をしているところも実際的にはあるかと思うのですが、２０

１４年の人工破膜のフローチャートを見ますと、児が完全に固定してからでないと駄目み

たいなことが書いてあるかと思うのですが、そうなってくると少し印象が。 

○木村委員長 

 それは大分違いますね。 

○市塚委員 

 そうなんですよね。 

○木村委員長 

 この時点で、エビデンスなしでそういうこと書いていますよね、多分。 

○市塚委員 

 そうなんですよね。だから、そこは少し利用できると言い切らないほうが、少し安全か

なというふうに思いました。以上です。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。そうしたら、例えばここの最後の文章の「しかし」を取って、

「その時点での臨床現場や教育現場」云々「より広く活動できる観点で作成された」ぐら

いにしておいて、それで後はもう考えてもらうというふうな形でいかがでしょうか。 

○市塚委員 

 はい。私はそれに賛成でございます。 

○木村委員長 
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 確かに少し色々少ない事例で、少しエビデンスとは違う観点から書かれているものもご

ざいますので、少しその辺りは現場で色々取捨選択をして頂く余地を作るという意味でも、

今ぐらいの記載で、書きぶりでさせて頂ければと思います。ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。 

 特にご意見がなければ、まずここはこのような形にさせて頂いて、それで次の紹介事例

集が結構大事でございますので、少しこちらへ次の話題を進めさせて頂きたいと思います。 

 これは再発防止に関する報告書について、別冊にしようという計画で、紹介事例集とい

うものを作ってみたということでございますので、こちらのほうのご説明を、事務局から

まずお願い致します。資料は３から５をご参照下さい。では、お願い致します。 

○事務局 

 紹介事例集（仮）についてご説明致します。資料は本体資料、資料３から資料５、資料

５の参考および資料６をお手元にご準備下さい。 

 資料３は、前回の委員会にて頂戴しましたご意見の一覧、資料４は、現時点での掲載候

補事例１４件の胎児心拍数陣痛図および関連情報、資料５は、個別事例情報以外の掲載内

容、資料６は、前回委員会後、産科医の先生方にお願い致しましたメール審議におけるご

意見の一覧となっております。なお、資料５の参考は、資料５の修正箇所をご参照頂きや

すいよう、原稿部分を抜粋して作成しておりますので、記載内容は資料５と同一でござい

ます。 

 本体資料１ページ、１つ目と２つ目の丸にこれまでの経緯を記載してございますが、前

回の委員会では、構成の方向性を決定頂いた上で、事例の関連情報や原稿案の記載内容に

ついてご意見を頂戴致しました。また、委員会後には、産科医の先生方に、現時点での候

補事例１４件の情報をご確認頂き、掲載事例選定に関するご意見を頂戴致しました。まず

は資料３に沿って、資料４、資料５の具体的な整理をご説明致します。 

 資料３、１番から６番は、個別事例掲載パートの構成に関するご意見でございます。実

際に事例をご確認頂ければと存じますので、資料４、２６ページからの事例番号７をご覧

下さい。ご覧頂いております事例は教材型の事例でございますが、掲載型の事例も含め、

原因分析委員会および再発防止委員会における胎児心拍数陣痛図の判読所見は、解説ペー

ジにてご提示しております。ご確認頂いております事例番号７では、２８ページからが解

説となっております。また、各事例の関連情報につきまして、掲載している胎児心拍数陣

痛図の期間のみではなく、前後の情報につきましても可能な限り追記致しました。さらに
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教材型の事例６件には、タイトル下に星印として、事例検討の際のポイントをご提示して

おります。それぞれの案は、各事例の最終ページに掲載しております脳性麻痺発症の原因

および医学的評価の解説により解説できるような内容と致しました。 

 資料４の１ページに掲載候補事例の一覧をご提示しておりますが、教材型の事例１４、

７、８、１３、１５、１８の６件につきまして、星印箇所の記載内容をご審議頂きたく存

じます。 

 資料３に戻りまして、２ページ、７番のご意見でございます。ご意見の通り、胎児心拍

数陣痛図の判読は再現性が低い旨を追記致しましたので、資料５の参考２ページ、２０行

目をご確認下さい。また、２０２３年版の産婦人科診療ガイドラインが発刊されましたの

で、引用している旨を追記致しました。こちらは同じく資料５の参考２ページ、３４行目

をご覧下さい。 

 続きまして、８番から１０番は、脳性麻痺事例の胎児心拍数陣痛図の活用に関するご意

見でございます。脳性麻痺事例の胎児心拍数陣痛図の掲載事例につきまして、紹介事例集

（仮）への掲載は難しいと整理致しましたが、発行の経緯として、アンケートにおいて活

用率が高い結果であった旨を記載致しました。こちらは資料５の参考１ページ、１７行目

から２０行目をご確認下さい。また、同箇所に、１０番にてご意見を頂きました、ホーム

ページ掲載中の脳性麻痺発症、脳性麻痺事例の胎児心拍数陣痛図をご案内するＵＲＬを記

載しております。 

 次に、前回委員会後のメール審議において、産科医の先生方より頂戴したご意見を取り

まとめました資料６をご覧下さい。こちらの表につきましては、事例選定の際に目安とな

るよう、脳性麻痺事例の原因別に事例を太線で区切っております。現時点での候補事例１

４件のうち、脳性麻痺発症の原因に重複がなく、メール審議にて掲載への反対意見がなか

った２事例、事例番号８および１３につきましては、掲載決定と整理しております。また、

木村委員長から、各事例の関連情報に関するご意見を頂戴しておりますので、ご意見の通

り追記予定でございます。こちらの内容につきましては、本委員会後のメール審議の際に

ご確認頂きたく存じます。 

 本体資料にも記載しておりますが、構成の都合上、掲載は１０事例を想定しております

ので、資料４の個別事例の詳細も併せてご確認頂き、掲載事例を選定頂きたく存じます。

なお、候補事例におきましては、現在同意依頼中でございますので、掲載と整理された場

合でも不可となる可能性があることをご了承頂ければと存じます。 
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 最後に、本体資料４つ目の丸に今後の予定を記載しておりますが、今回の委員会にて頂

戴したご意見を反映し、体裁を整えた上で、１０月をめどに委員の先生方にメール審議を

お願いする予定としております。参考として掲載しておりますスケジュール表の通り、メ

ール審議以降は最終確認に向けた調整へと進む予定でございます。 

 ご説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願い致します。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。一番分かりやすいのは、資料４の一番頭についている掲載候補

一覧というのがあって、２番、１４番、３番、４番、順番に書いてあるものがあります。

要はスペースとかボリュームの関係上、この中で１０個を選ぶぐらいが妥当であろうと。

それぐらいがいいボリュームなるだろうということでございまして、多分今日どれがいい、

これがいいといっても絶対まとまらないので、この中でこれはもうなくてもいいのではな

いかというふうなことを示唆するようなものがあればご指摘頂いてということと、あと書

きぶりですね。私もこの表を見ていまして、ＣＴＧの中でチャートを見てみますと、時間

が結構小さくなってつぶれてしまっていますので、そこら辺はきちんとまた出してくださ

るということであります。 

 例えば、この資料４の中の事例１４なんかは非常に時間がはっきり出ておりましてよく

分かるのでありますが、他のものの時間がつぶれているので、ここはきちんと書いてくだ

さると、出してくださるということでございますが、書きぶりの問題と、それから事例数

ですね。事例をどのように選ぶかというふうなことに対してのご意見を、まず頂けたらと

思います。最終的には、先程おっしゃっていたメール審議の中で、今、医療機関側からの

同意は大体取れているようなのですが、まだ患者さんの連絡がついてないところもあると

いうことでありますので、同意を頂けなかった事例は少し外さないといけないわけですが、

それを全部まとめて頂いて、１０月ぐらいにも、委員の先生方の多数決でいいかなと、最

終的にはそう思っています。どれも非常に貴重な事例ですのでいいと思っていますが、今

の時点で何かこれはどうだというようなことはございますでしょうか。 

 一応、今、８と１３は載せる方向でと考えているわけですね。事例８と事例１３は載せ

る方向でよいと考えているということでありまして、私が少し個人的に資料６のとこに意

見を書かせて頂いておりますが、同じ要因のものが２つあっても別にいいだろうというふ

うには少し思います。ただ同じ要因でも、別の経緯をたどるようなものとか別の背景、例

えば子宮破裂はどちらも貴重な事例ですし、背景が違うんですね、片や帝王切開後に経腟
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分娩をトライした事例であって、もう片一方は促進中の事例なので、これは背景違うし、

どちらもマネジメントでここはこうすべきだというようなところは指摘できますので、両

方あってもいいのかなという気は致しました。 

 あるいは、４、５の胎児母体間輸血症候群なんかもなかなか見たことないので、逆に中

途半端な、いわゆるサイナソイダルパターンというやつは時々ありますよね。普通の分娩

でもあるので、これを見て何かしろと言ってしまうと、どうなのかなという気も少ししま

した。なかなかその辺は教訓として、こんなこともあるよというのか、そんなこといった

ら、こんな波形が出たらみんなすぐに帝王切開してしまうのではないかと思ったり、そう

いう少し危惧もするので、少しなかなか。これはむしろ石渡委員長代理とか現場の先生に

聞いて頂いても、あまり基準にしっかり合ってない事例を出してしまうと、みんな怖くな

って切りたくなりませんかね。 

○石渡委員長代理 

 それはそうなのですが、ただ注意して見るということに関しては意味があるとは思うん

です。こういうパターンだったら厳重に監視してそばについていろとか、そういうような

ことの教訓にはなると思うのだけれども、１つのパターンだけ見てどうのこうのとか言え

ないですよね。特にサイナソイダルパターンなんていうのはよく出てきますし。 

○木村委員長 

 荻田委員、お願いします。 

○荻田委員 

 荻田です。僕もまさしくそれを思ったのですが、いわゆるきれいなサイナソイダルなん

てなかなか、僕も胎児母体間輸血症候群、２件当たったのですが、きれいなやつは出てな

いです。ただ、今、石渡委員長代理がおっしゃったように、注意して見ろというのは発信

するとすれば、これは残してもいいかなと思って見ていたのですが、例えば、ここに題と

して、妊娠経過中に胎動消失を自覚し、帝王切開が実施された事例で、結局、胎児母体間

輸血症候群でありましたという、これイコール胎児母体間輸血症候群みたいなメッセージ

しなければいいような気もしますが、他の委員の皆様、いかがでしょうか。以上です。 

○木村委員長 

 胎児母体間輸血症候群という結構珍しい、けれどもあり得る事例で、結局これは何で帝

王切開したかといったら胎動消失を適用にしたのですかね。最後に心音がどかっと落ちた

から。だから、この辺を、事例４は最終的には、色々なバックアップテストもしているの
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かな。 

○田中委員 

 田中ですが、よろしいですか。 

○木村委員長 

 田中委員、お願いします。 

○田中委員 

 やはり珍しい事例なのですが、結果から振り返ってモニターを見るというのは、非常に

勉強になることではないかと思いますので、これは本当にどこまでそのときの状態を表し

ているかというのは異論があるかもしれませんが、やはり我々臨床医にとっては、結果と

してこういうのがこういうモニターテイストでもあるのだということを学ぶというのは非

常に貴重な事例だと思いますので、私はぜひ残して欲しいかなと思っています。以上です。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。こういうこともあるんだという教訓ですよね。教訓としてこう

いう事例もあるということを残すというのは、ありだなというふうに思います。確かにお

っしゃる通りだと思います。 

 そういう場合に同じような、胎児母体間輸血症候群って２件あるんですよね。田中委員、

２件を並べるほうがいいのか、どちらか片一方だけを選ぶのがいいのか、その辺はいかが

でしょうか。 

○田中委員 

 何とも言えないのですが、多分モニターだけでこれでは、胎児貧血が起こっているとい

うのは分かりにくいというか証明できないし、少し微妙なところはあるので、やっぱり私

自身としては可能な限り、こういう起こった事実で振り返ったらこういうモニターでした

と。あとは実際おのおのの先生方がどう捉えるかということということを考えると、そう

いう事例ってめったに遭うことないので、重要な事例なので、両方とも残したほうがいい

かなと私は思っています。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。事例５のほうは最終的に心音がどかんと落ちたので、これで決

定的な判断になったのですが、事例４なんかはよく帝王切開したなという気も少しします

し、こういったことが結果的にこうあったんだというふうな事例があるのはいいんだなと

思います。あれは両方あったほうが何となくいいような気もしますし。 
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 あとは記載法とかそういったもので、この記載の体裁、それからあともう一つ、少し事

務局のほうで色々悩んでおられたのは、教育的なというかクイズ的な出し方をしている事

例がありますね。例えば、事例１４出ますかね。事例１４の一番上の囲みです。星がつい

ているところ、「子宮頻収縮が出現した時の対応について検討して下さい」と。これなん

かは、tachysystoleがありながら、どうも時間来たら子宮収縮薬を増やしているような感

じがするので、それは少しよろしくないでしょうというような答えが出てくるといいのか

なというふうなところでありますし、あといくつか最初に質問をしているんですね。 

○金山委員 

 金山ですが。 

○木村委員長 

 お願いします。どうぞ。 

○金山委員 

 先ほどの事例４ですが、いいですか、事例４に戻っても。 

○木村委員長 

 はい。 

○金山委員 

 このタイトルに「妊娠経過中に胎動消失を自覚し」とありますけれども、チャートでは、

子宮収縮曲線のほうですが、胎動か子宮収縮が分からないようなチャートになっています。

非常にシャープなとんがりみたいのは、胎動の可能性もあると思うので、このチャートか

ら見ると胎動かもしれないなという子宮収縮曲線だと思うんです。またサイナソイダルパ

ターンは非常に珍しいので、田中委員が言うように、心拍数曲線は採用したらいいと思う

のですが、タイトルが少し気になります。胎動が本当に消失しているのかどうかというの

で。要するに苦しくなって、低酸素になって非常に激しく胎動を感じる場合もありますが、

そういう胎動なのかどうかというので、子宮収縮曲線から見た場合、胎動消失と言えるか

どうかというのは少し疑問だと思います。細かい点ですが、コメントです。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。この辺りは、いわゆる胎動をどのように解釈しているかという

ことと、それから、自覚というのも結構大事なような気もするんですよね。胎動を感じな

いということは、受診の契機としては非常に。それはご本人の感覚が合っているか合って

いないか、機械的に見たら胎動があったのかどうかというのはそれは少し分からないし、
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バックアップテストもしてないのでこれも分からないのですが。どうでしょうか。 

○金山委員 

 私も事例の採用はいいと思うのですが、タイトルが気になったのですが、今、木村委員

長の言うように、自覚ということだったらこういうタイトルでもいいのかなという気もし

てきました。 

○木村委員長 

 患者さんが自覚して来られたということは、結構大事な訴えかなという気が致しますし。 

○金山委員 

 そうですね、大事な点ですね。 

○木村委員長 

 なかなか胎動の消失というか、胎動低下の自覚というのは空振りも多いから結構難しい

ことはよくよく分かりますが、そういった経緯で来られるということが大事かなという気

も致しました。少しこれはこんな感じでもいいのかなという気も致します。自覚というこ

とでよろしいですかね。 

○金山委員 

 自覚ということで、私は理解しました。いいです。 

○木村委員長 

 あと、先ほどの話に戻りますけれども、資料集でいきますと、例えば３０ページで、事

例８で、「早産期の胎児心拍数異常にはどう対応しますか？」というふうないくつかの、

資料４の教材と書いてあるところですね。教材と書いてあるところは、あえて質問を頭に

つけているということでございます。事例７、事例８です。それから、最後の事例１３、

１５、１８。事例１３なんかも、ズバッと最初から「子宮収縮薬の増量はどうしますか」

とか、それから、事例１５は案が２つありまして、「胎児心拍数陣痛図を判読し、医師へ

の報告について検討して下さい」。これはどちらかというとスタッフの方々への質問であ

りますし、案２は「胎児心拍数陣痛図を判読し、考えられる病態を検討して下さい」。こ

れは医師もスタッフもどちらも使える質問の提案かなと思います。事例１８は、「回旋異

常を認める事例における胎児心拍数陣痛図の判読と対応を検討して下さい」というような

文言がありまして、これはいずれも、いわば胎児心拍数陣痛図から何か考えるとすれば、

その病態と、病態に対してどう対応するかということに尽きると思うので、どれもそうい

う意味で抱えているのでいいとは思うのですが。 
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○勝村委員 

 よろしいでしょうか。 

○木村委員長 

 お願い致します、勝村委員。 

○勝村委員 

 ありがとうございます。ここで教材型と分類されている事例は、すごく再発防止委員会

という僕らの役割からしてもすごく素直というかシンプルなので、原因分析報告書で少し

そういう指摘があったものということで、ぜひ基本的には、全部僕は教材型となっている

やつは載せて欲しいなと思うということが１つと、教材型ではない事例に関しては、特に

原因分析報告書では指摘はなかったけれども、より前向きにグラフをきちんと読み取って

いけば、もう少し色々なアクシデントの防止につながりますよという趣旨で選ばれている

という理解でいいのでしょうか。 

○木村委員長 

 いや、実は対応が難しいような事例も、例えば事例１２なんかは、私はこれは対応が難

しいなと。もうＣＴＧだけ見ていてもどう対応していいか分からないなという気はしたの

ですがね。この辺は少し現場の先生方にも伺いたいのですが、事例１２だから２２ページ

かな。少し確かに頻脈ではあるのですが、やや頻脈気味という感じはしますが、ではどう

すると言われるとなかなか辛いなと。 

○勝村委員 

 よろしいでしょうか。ここからここまで選んでもらったのからさらにピックアップ、選

ぶということだとしたら、できれば分かりやすい基本的というか、基本的ではないのでし

ょうけど、これだけの事例があったから来ているのでしょうからあれだけど、できるだけ

教材型ではないものでも、教材的に。 

○木村委員長 

 教訓があるものですね。 

○勝村委員 

 そのほうが、集まっているほうがいいのかなという。もしそれがあまりないと先生方が

思われるものが入っていると、何か妙に、僕だったら勉強していたときに、これはどう学

んだらいいのかなとか思ってしまうかもしれない。 

○木村委員長 
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 ありがとうございます。なるべくアクションも考えられるようなものがいいかというご

意見だと思います。 

 他、何かいかがでしょうか。確かに勝村委員がおっしゃったように、教材型と書いてあ

る事例がいくつあるんだろう。基本６つはあるので、あと４つぐらいを何とかしようとい

うことになると、割に考えやすいかもしれないすね。もちろんまた同意とかそういったこ

とはありますが。 

○金山委員 

 金山ですが。 

○木村委員長 

 お願い致します。 

○金山委員 

 先ほどありましたが、事例１２は私も少し削除するのだったら、事例１２は削除しても

いいかなと思います。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。少し難しそうな。 

○市塚委員 

 私もこれは削除に賛成致します。羊水過多とこのモニターの関連とかってどういうふう

に考えればいいのかなというところもあるかと思いますし。 

○木村委員長 

 少しこれだけだと、確かに何かアクションはなかなか難しいかなと。 

○荻田委員 

 荻田ですが、僕も全く同意です。これ、どう対応すれば良いのかという感想ですので。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。では、とりあえず１４が１３になっただけでもあと楽になるの

で、１２は削除ということに致しましょう。 

 何か他に、少しこれは難しいのではないのというふうなことはありますでしょうか。も

しご指摘頂ければ。減らせると、あと楽なので。 

○市塚委員 

 委員長、よろしいですか。 

○木村委員長 
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 市塚委員、お願い致します。 

○市塚委員 

 １０例というのはもうありきということでよろしいんですかね。やっぱり脳性麻痺にな

った事例のモニターを後から見てみるという意味では、やっぱり貴重なモニターだと思う

ので、１２以外全部掲載するみたいなのは、やっぱりボリュームとか色々な問題で制限が

あるのでしょうか。 

○木村委員長 

 どうでしょう。事務局としてはいかがでしょうか。 

○事務局 

 事務局です。失礼致します。構成上少し１０事例あたりかなというところでございまし

て、ご提案させて頂きました。あとは冒頭に委員長もおっしゃいました同意の取付けもご

ざいますので、大体めどとして１０事例かなというところですので、最終的にはメール審

議の際に、同意を取り付けた事例数ですとか、掲載可能な事例数ですとか、そういったも

のも総合してご相談をさせて頂ければと思います。構成上、一応１０事例ということでご

提案させて頂きました。 

○木村委員長 

 偶数がいいとかそういうのあるの。ページのあれで見たら、偶数がいいみたいです。だ

から、増えるんだったら１２。 

○市塚委員 

 でも、同意が取れるかどうかって今後のことだと思うので、とりあえず１２以外に関し

て同意を取って頂いて、そこから抜けてちょうどよくなるかもしれませんしといったとこ

ろなんですかね。 

○木村委員長 

 はい、そんな感じかなと思います。 

 布施委員、お願い致します。 

○布施委員 

 布施でございます。本当に貴重な事例で、臨床になりますと、非常にいい教材になって、

自分たちがＣＴＧ見るときにすごく比較ができるんですよね。ですので、ぜひできるだけ

多くの事例を載せて頂ければなというふうに思っております。お願い致します。 

○木村委員長 
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 ありがとうございます。では、少し同意を頂いたものの中でどうするかということを、

最終的にもう一回委員の皆様にご判断頂いて、なるべくたくさん載せられるのだったら載

せると。今１つ減ったことだし、載せるものは載せてということがいいかなということと、

私も後から分析して同じ結果であったのが違うＣＴＧのパターンになっているというのは、

これは結構教訓的かなというふうに思いますので、その辺りも同じ事例が３つあるのは多

過ぎるかもしれないけれども、２つぐらいはあってもいいのかなという気も致しますので、

少しそんなところで、あとまた委員の先生方に、選択はまたもう一度メールで議論させて

頂くとして、フォーマットどうですか。 

 フォーマット、この書きようです。こんな感じでよろしいですか。一応原因分析委員会

の報告に則って解釈は書くというルールに従っているので、少しこれは違うんと違うかみ

たいな話は少し今のところなしにして頂いて、ＣＴＧはこんなものよく出るので、１つ見

て、いや、この読み方違うとおっしゃる先生はいっぱいいらっしゃると思うので、ＣＴＧ

というのはそんなものだと思っていますのでそれはそれでいいのですが、一応原因分析委

員会で出した見解がこれだということでご理解というか、そこは納めて頂くということで

お願いしたいのですが。 

 一応書ける臨床情報は大体書き込んだんですよね。何時何分何やったというのは。 

○事務局 

 事務局より失礼致します。原因分析報告書を確認致しまして、書ける範囲では記載して

います。 

○木村委員長 

 だから、いついつ内診したとか、どこで何か検査したとか、そういったことは一応書い

ているということだそうです。 

 注釈に関しては、大体今までの事例報告で出ていた形を大体踏襲していると。２枚あっ

て、２枚目の注釈に関しては大体こんなことで、こういう問題を指摘されていますという

ことは今までの形を踏襲して書いているということでございますが。 

 記載は大体原因の通りであります。あと最後に、それぞれの注釈というか、質問事項で

す。例えば、皆様、６ページ目の事例１４をご覧になって下さい。６ページ目の事例１４

でございます。このときにtachysystoleが出ているわけですが、「子宮頻収縮が出現した

ときの対応について検討して下さい」とここまで書くのがいいのか、あるいはこの胎児心

拍数陣痛図を見て、どの時点でどのような判断をし、どういう対応を取りますかというふ
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うなことでもいいのかなという気もしたのですが、どういう書き方がいいでしょうか。先

生方の少しご意見を頂きたいのです。特に教育の場で使っていらっしゃるような先生方に、

これはある意味、子宮頻収縮が出現したときに出ているというふうにも書いてあるわけで

す。半分答え書いてあるわけで。その書き方がいいか、あるいはもう少し子宮頻収縮自体

を読んでもらうような形がいいか。 

 荻田委員、現場で若い先生方を教えている立場としては、このキャプションはどうした

らいいでしょうか。 

○荻田委員 

 専攻医とか研修医を教えるだけではなくて、色々な職種の、例えば助産師さんとか、看

護学生さんとかにも見せたりすることがあるので、ここまでヒント出してというか、こう

いうのでもいいような気はします。 

○木村委員長 

 これぐらい出ていてもいいですか。 

○荻田委員 

 はい。 

○木村委員長 

 先ほど教育に使っているとおっしゃって頂いた布施委員、いかがでしょうか。 

○布施委員 

 考えるきっかけになるので、私はこの文言でいいかなと考えています。 

○木村委員長 

 分かりました。ではこのままの形で、これは載せさせて頂くことに致しましょう。 

 それから、次のものが事例７番だから、２６ページですね。２６ページのキャプション

です。これは案１、案２があります。「胎児心拍数陣痛図を判読し、望ましい対応を検討

して下さい」、あるいは「考えられる病態を検討して下さい」。 

○市塚委員 

 これ、両方では駄目なんですかね。 

○木村委員長 

 そうですよね。ですから、「判読し、考えられる病態を検討し、望ましい対応を考えて

下さい」とか、そんなのですよね。 

○市塚委員 
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 はい。そうですよね、助産師だとか医師だとか、どちらかというと案１のほうは助産師

に検討して欲しいし、案２のほうは医師の方に考えて欲しいので、これ両方でもいいかと

思います。 

○木村委員長 

 両方ですよね。 

○市塚委員 

 はい。 

○木村委員長 

 では、両方が入る文章を少しつくって頂いて。 

 それから、あとは次の３０ページですかね。事例８、「早産期の胎児心拍数異常にはど

のように対応しますか」。早産期は早産期ですね。これもこんな感じの質問でよろしいで

すか。いかがでしょう。 

○田中委員 

 田中ですが、よろしいですか。さっきと同じで、これはやっぱりどう判断して、どう対

応するかというような同じような文言が、先ほどの事例と一緒で。 

○木村委員長 

 そうですね。早産期ということは特に言わなくてもいいですよね、これ。 

○田中委員 

 ええ。胎児心拍数異常に対してどう判断して……。 

○木村委員長 

 動向をどうするかと。 

○田中委員 

 ええ、そのほうがよろしいのではないかと。 

○木村委員長 

 では先ほどと同じように、どのように判断して、どのように対応しますかというような

文言で、別に早産ではなくても、これ見たらやることは一緒だろうと思いますので。 

○田中委員 

 はい、同じだと思います。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。 
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 それから、あともう１個は１３かな。 

○事務局 

 ４６ページです。 

○木村委員長 

 ありがとう。４６ページ、これは「子宮収縮薬の増量はどう判断しますか？」。回旋異

常があるというのが前提なんですよね。これも何か１３のテーマで、児娩出時に小児科医

の立会いがないというような、判読と対応について提言されたから、これは田中委員がさ

っきおっしゃったような話でもいいような気がするのですが、これはいかがでしょうか。

それを言い出したら、ＣＴＧ見ての質問は全部そうなのですがね。このＣＴＧ見るとどん

な病態を考えて、どう対応するか、全部質問はそれで終わっちゃうんだけど。 

 布施委員、お願いします。 

○布施委員 

 布施でございます。やっぱりガイドラインに沿ってきちんと行動できているかというの

は重要かなと思うのですが、その辺りが多分どう判断というところに入ってくるのかなと

思うのですが。 

○木村委員長 

 そうですね。ですから、子宮収縮薬だけではなく、全体の判断ですよね、これって多分。

一番子宮収縮薬が問題になるのだと思いますが、ここでこうしたということは。どう致し

ましょう。子宮収縮薬に特化してここで聞いておいていいのか、あるいは、総合的な判断

でいくのがいいのかということになりますが。 

○布施委員 

 すみません、布施でございます。 

○木村委員長 

 お願いします。 

○布施委員 

 子宮収縮薬の増量は、きちんとガイドラインに合った増量をしているかというのはとて

も重要で、時にそうでないところもあるので、その辺はどうなっているのか。 

○木村委員長 

 これは結局、回旋異常があって、子宮収縮がＣＴＧ上は十分あるにもかかわらず、さら

に収縮力をつけたら回旋異常が治るのではないかという期待をしたんですよね、きっとこ
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ちらの現場としては。だけど、少しそれはどうかと。先生がおっしゃるように、ガイドラ

イン的にはこれは十分な陣痛が来ているという判断になるだろうし。 

○布施委員 

 ですよね。それで全体像のアセスメントができているかどうかというのが問われるかな

と思いました。 

○木村委員長 

 特に途中で、遷延一過性徐脈とか来ていますので、一旦休ませないといけないという事

例なのだろうとは思います。これもさっきみたいな、アセスメントとマネジメントという

考え方で聞いておいてもいいでしょうか。 

○布施委員 

 賛成です。 

○金山委員 

 私も賛成です。これ、よく見ると血圧が１７０の１３０とか、妊娠高血圧症候群なんで

すね。そうしたらやっぱり総合的に判断するべきだと思いますので。 

○木村委員長 

 では全体の判断を問うという感じで、この分娩の状況を見て、それでＣＴＧと合わせて

どう判断し、どう対処するかというふうな、そんな設問で。 

○金山委員 

 それがいいと思います。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。もちろん血圧とかも非常に大事なことですからね。確かにおっ

しゃる通りだと思います。 

 それから、あと最後は。お願いします。 

○石渡委員長代理 

 児頭の高さの表現の仕方なのですが、ここはスピナという言葉を使っていますけれども、

ステーションとかスピナとか、そういうのを統一する必要があるんですかね。 

○木村委員長 

 Ｓｐで、これはどういう解釈でしょうか。 

○事務局 

 事務局より失礼致します。原因分析報告書でＳｐで統一して表記されておりますので、
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こちらもそちらに準じて表記をしております。 

○木村委員長 

 では、ドイツ式ではなくてアメリカ式だ。坐骨棘とマイナス何センチ、プラス何センチ。 

 事例１５、４９ページですね。これも２つ案がありまして、「医師への報告について検

討して下さい」、「考える病態を」、これもやっぱり同じですよね。１番がスタッフ寄り

で、２番がドクター寄りかなという設問ですので、これも両方合わせた形で同じような、

先ほどのように病態を考えてどういう行動を取るのかということでいいのではないかなと

思います。 

 勝村委員、お願いします。 

○勝村委員 

 それで別に問題は起きないと思うのですが、よりよいテキストにするとしたら、やっぱ

り何かうまく一件一件のポイントみたいなものが、少し考えどころみたいな、考えるヒン

トみたいなものがあったほうが、僕は優れた参考書という気はすることはする。だけど、

それはなかなか難しいかもしれないですが。例えば、僕はさっきの子宮収縮薬だったら、

増量はどうしますかとなっているけど、例えば子宮収縮薬使用中の増量とか停止と、逆に

減量とかはどのように判断しますかとか、増量はどうしますかというか、増量ありきで増

量はどのタイミングでするのかというふうにやっぱり日本語的に見ちゃうので、子宮収縮

薬を使っているときに、どういうときにグラフを見ていて増量し、どういうときに減量や

停止をするかと。しかも背景に、例えば高血圧があるとか、そういうことを見ながらみた

いな感じで勉強していくのだなという、少しポイントがうまくやっぱりつけられたら、今

この会議の場でみんなで知恵を出すのは大変かもしれないのですが、そういうものは何か

一件一件に少しあったほうがいいような気はします。 

○木村委員長 

 分かりました。少しそれも含めて、実際のメール審議のところでも一度それは議論をし

ましょう。この上のところに事例の概要というのがあります。その中で、これのポイント

を押さえられているのですが、そのポイントの中でどれを、例えば現状は。それとあと、

９時５４分のアクションと、その次のその下のチャートのアクションと違うんですよね。

ずっと時間によって取るべきアクションが変わってくるので、その辺りを少しうまく誘導

できるような方法があれば少し先生方にお知恵を拝借して、これも具体的に最後、メール

審議になったときにぜひ考えたいと思います。ありがとうございます。 
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 だから、事例１８はむしろ回旋異常を認めるということをここであえて強調しているの

で、背景を強調しているわけですよね。だからこれは勝村委員が今おっしゃったようなこ

とになるかなと思います。回旋異常がある中で陣痛がきている中で、これをどうするんだ

ということになりますので。 

 よろしいでしょうか。そういったことで、ここも次にメール審議をするときに、このコ

メントを少し直して頂いて、それでいいかどうか、何か追加をするかどうかというような

ことを最終的な案のときに一緒にお尋ねをして頂けますでしょうか。事務局のほうから、

また質問のポイントとして挙げて頂ければと思います。よろしいでしょうか。 

○飛彈委員 

 木村委員長、１つだけ少し伺ってもよろしいでしょうか。 

○木村委員長 

 飛彈委員、お願いします。 

○飛彈委員 

 小児科の飛彈でございますけれども、この事例集、解説を載せて頂いていて、解説を読

んだ学習者が、例えば教科書的なものをあたりたいと思ったときには、再発防止委員会の

提言とか、それからここの機構から出されている印刷物、出版物の見本の前のほうにこう

いうＣＴＧがこの報告書に載っていますということで出して頂いているのですが、そうい

うものを見るのと、あとは日産婦のガイドラインを見ていくという、そういうような考え

方で、それはいわゆるさっき荻田委員が、学生さんにも見せることがあるとおっしゃった

ので、例えば教科書的なもので何か少しこういうものを参考にできるみたいなものの提案

というのは、この機構という性格から考えるとあまりそういうことはできない感じなので

しょうか。何となく少し個別に当たっていくのもそうなのですが、例えば学生さん、もし

くは研修医の先生が、もう少し総論的にも勉強したいなと思ったときに見られるようなも

のも提案があってもいいような気がしましたので、少しお伺いしました。 

○木村委員長 

 なるほど、大事なポイントですね。どうしたものかな。実はガイドラインにはあまり個

別のパターンとか、こういうのが出ているわけではないんですね。少し非常に特殊な分類

の仕方を書いているので。医会が出しているリーフレットみたいなのが１つの事例集みた

いになりますでしょうか。日本産婦人科医会がリーフレットを出しておられるのと、あと

は標準的な教科書を紹介するぐらいですかね。これ、機構として何か特別誰かの本を推奨
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するというのはいいのかしら。あまりそういうことはしたことがないですね。あまり個々

の本でこれがいいですというふうな推奨は少ししにくいかもしれないので、例えばガイド

ラインと、それから日本産婦人科医会が出しておられるＣＴＧの判読のための手引きのよ

うなものを出しておられるものかな、日本で公式なものってそれぐらいかな。 

○飛彈委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

○石渡委員長代理 

 載せていますよ、中井先生の。 

○木村委員長 

 そうですか。 

○石渡委員長代理 

 参考にはなると思うのだけれども。 

○木村委員長 

 ただ、教科書的ではないですよね。 

○石渡委員長代理 

 そうですよね、違います。非常に臨床的ですよ。 

○木村委員長 

 実際のプラクティスの場合の資料としてはそれぞれの団体が出しているのですが、特定

の教科書をというと、もう有名な本から片っ端から出していくしかないようになってしま

うし。少しそこは、また委員の先生方も少しご意見頂いてと思います。確かに標準的な教

科書は何かというと、みんな好きなことを言うので、ＣＴＧに関しては。微妙な差は扱っ

ている教科書であるんですね。 

 勝村委員、お願いします。 

○勝村委員 

 私も素人ながら色々な事例、産科医療補償制度ができる前から見ていて、やっぱり少し

教科書的なものがないのではないかというのが僕の印象で、やっぱり色々な人が色々なこ

とを言っていると今、木村委員長おっしゃいましたけれども、それに近い統一感のなさを

やっぱり感じていたので、だからこそこれがすごく産科医療補償制度ができてから、こう

いうのを医会のほうでも作ってもらったりもしましたけれども、今そういうのが蓄積され

ていっているということで、これ自体がやっぱり教科書に、逆に色々なところで、ここへ
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逆にリンクを貼っていって欲しいという感じがします。 

 それで少し続けてなのですが、これ、まだ仮なのですが、表紙のタイトルが出ているの

ですが、資料５か。少しこれ、紹介事例集なのですが、その前に何々の何々の紹介事例集

みたいな。 

○木村委員長 

 これ、先ほど少し話題にしていまして、サブタイトルを少し作ったらどうかと。 

○勝村委員 

 そうなのですね。ではそれで。だから、どういう勉強ができるものかというのが。 

○木村委員長 

 案なのですが。 

○事務局 

 事務局から失礼致します。案として、サブタイトルとして、「脳性麻痺事例における胎

児心拍数陣痛図」という、今、方向性で進めようかと、先ほど木村委員長とご相談してお

りました。 

○木村委員長 

 少し何かサブタイトルがあったほうが。勝村委員がおっしゃるように、サブタイトルが

あったほうがいいかなと思いまして、一応これも脳性麻痺から取っているということであ

って、脳性麻痺事例における教訓とまで言っていいのかどうか分からないけど、脳性麻痺

事例からというか、そういう感じのサブタイトルはつけようと思っています。いかがでし

ょうか。何かいいサブタイトルあります？ 少しそれもつけたバージョンをメール審議の

ときに送って頂いて、それでまたご意見を賜ればと。 

○勝村委員 

 紹介という言葉は必要なのですか。 

○木村委員長 

 紹介。前の紹介事例ですね。 

○勝村委員 

 脳性麻痺事例における……。 

○木村委員長 

 これ、７、８年前のあれって何てしていましたっけ、あの大きな冊子。古いＡ３判の大

きな冊子。 
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○事務局 

 Ａ３判の冊子のタイトルは、「脳性麻痺事例における胎児心拍数陣痛図」でございます。 

○勝村委員 

 脳性麻痺事例における胎児心拍陣痛図の読み方を学ぶ事例集みたいな。 

○木村委員長 

 学べるかどうかはまたあれだけど。 

○勝村委員 

 でも、学ぶ目的で使って欲しいという思いを込めてもいいのではないかと。 

○木村委員長 

 なるほど。事例集、学ぶといえば学ぶ。追経験をするというような。追体験をするとい

う意味では学ぶですね。サブタイトル、少し１回考えてみて。さっきも少し言ったのです

が、紹介事例集なのか、事例紹介集なのか、色々ここはどうしたものかというふうに思っ

ていますので。 

○勝村委員 

 それをメインタイトルでいいのではないかと思うんですよ。 

○木村委員長 

 脳性麻痺事例の収集、脳性麻痺事例における胎児心拍数陣痛図というような、そんな感

じのものでサブタイトルを作るぐらいがいいかなと。 

○勝村委員 

 今まで資料集という形で出してきていたのだけど、それをすごく学ぶためというか、そ

うですね、学ぶためにまとめたんだということをアピールできたほうがいいような気がし

ます。 

○木村委員長 

 分かりました。前の大きい冊子は何て書いてあったかというと、「脳性麻痺事例の胎児

心拍数陣痛図」、サブタイトルとして「波形パターンの判読と注意点」と。ただこれ、注

意点まであまり書いてない、書いているといえば書いているかな。注意点と言われると少

しまたあれなのですが。前のものも少し参考にして、少しタイトルを考えさせて下さい。 

○勝村委員 

 助産師さんとかを目指す人は、必ず学生時代に手に取るぐらいのものになったらいいな

というぐらいの思いが籠もるタイトルがいいと思います。 
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○木村委員長 

 ありがとうございます。少し経験の蓄積ですので、それをしっかり見ていくということ

で、なかなか難しいのは、ここがこういうパターンだというと、またそれは違うという人

が出てきて。胎児心拍を見て状態を知るというものなので、少しやっぱり完全に病態理解

するのは無理があるというところもどうしてもあるように思います。ですので、その中で

色々な教訓があるというふうな意味を込めてうまく、先ほどの勝村委員のご意見も取り入

れながら、少し学んでもらうというところに持っていったらいいと思います。お願いしま

す。 

 ありがとうございます。一応これでまたもう少し同意とかがあって、それも含めてこの

項目を最終的に選定したいと思うのですが、少し今お時間を頂きまして、先ほど井本委員

がご退任になられて、その交代委員と致しまして佐山委員に本日よりご参加頂いておりま

すので、少し遅くなってすみません、佐山委員の方から一言ご挨拶頂けますでしょうか。 

○佐山委員 

 ありがとうございます。こちらこそ遅れて申し訳ございませんでした。上智大学の佐山

と申します。今日は少し助産学実習を担当していまして、遅くなって申し訳ございません

でした。 

 日本看護協会助産師職能委員会の副委員長をさせて頂いております関係で、井本理事か

らこの任をご指名頂いたという形になります。実際に先ほどもお話も出ていましたけれど

も、助産学生の教育に携わっております。こういった資料を活用して学生の教育も行って

いるところですので、不慣れなところもありご迷惑をおかけするかと思いますけれども、

鋭意努力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。 

○木村委員長 

 ぜひこれからもご活用頂きまして、また現場、あるいは助産教育のお立場から、様々な

ご意見を頂きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。ありがとうございます。 

 一応今の審議事項として、紹介事例集なのか事例紹介集なのか、脳性麻痺から学ぶ、脳

性麻痺のＣＴＧから学ぶなのか、少しまた決めないといけませんが、その辺りの冊子の一

応書き方としてはこういう書き方をして、それであと最終的には少しメール審議で、同意

とかそういったものも加味して、掲載する事例を決めていくということ。あるいはフォー

マットに関しても、さらにご意見ございましたら少し頂いたらと思いますし、キャプショ

ンは大体先ほどのところで一つ一つご検討頂きましたので、キャプションはそんな感じで
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させて頂くと。また修正したものをお送りするということで、委員の皆様にはまたもう一

度メール審議をお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 

 よろしいでしょうか。この項目について何かご発言ございませんでしょうか。ありがと

うございます。 

 そうしたら次が、第１４回再発防止に関する報告書についてということで、産科医療の

質の向上への取組みの動向ということで、これもまた事務局のほうからです。資料７にな

ります。いつもの最後のほうの項目ですが、そこについてのご説明をお願い致します。 

○事務局 

 ご説明致します。本体資料２ページ、議事（３）産科医療の質の向上への取組みの動向

についてをご覧下さい。１つ目の丸、集計対象となる出生年を、第１３回報告書より１年

積み上げ、補償対象事例数が確定している２００９年から２０１７年までに出生した事例

３,２７４件のうち、原因分析報告書を送付した事例３,１４６件を集計対象とし、本章の

５つのテーマについて、各集計方法に基づき集計を致しました。 

 今回、第１３回報告書の掲載形式に沿って、対象事例の集計結果を反映したグラフおよ

び傾向などを掲載した従来案と、５つのテーマのうち、診療録等の記載の集計結果と、付

録の掲載形式を変更した改訂案の２種類の原稿案を作成致しました。本日は、それぞれの

原稿案をご確認頂き、集計結果やその傾向、一部の改訂要否についてご審議をお願い致し

ます。 

 ３つ目の丸にございますように、次回委員会では、今回の審議内容を反映した修正案と、

ホームページへ掲載予定でございます各テーマに関する集計表についてご確認頂く予定で

ございます。 

 それでは、前回報告書の掲載形式に沿って作成致しました従来案よりご説明致します。

資料の７をご覧下さい。 

 １ページ、「はじめに」につきましては、前回報告書より変更ございません。 

 ２ページに移ります。２ページ、集計対象につきましては、図の４－Ⅱ－１にあります

ように、２０１７年出生事例を追加して集計致しました。青の枠線で囲ってある３,１４

６件が本章の集計対象事例となります。なお、本ページ以降より、前回報告書から変更し

ている本文の箇所をグレーのハイライトでお示ししております。 

 次に３ページ目、集計方法につきましては、前回と同様の集計方法にて、５つのテーマ

について集計を行ったことを記載しておりますが、ハイライト部分は文章を分かりやすく
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する観点から、今回新たに微修正を行っております。なお、参考として、資料７の参考２

として、前回報告書の抜粋をお付けしておりますので、併せてご確認頂ければと存じます。 

 続きまして、５ページ目からの結果についてです。各テーマの集計結果に基づいた傾向

につきましては、事前に小林委員にご相談させて頂きつつ、文案を作成致しました。なお、

第１１回報告書まで表形式で示していた集計結果につきましては、前回報告書と同様に、

本制度ホームページに掲載予定でございます。 

 それでは、本章５つのテーマについてそれぞれご説明を致します。まず１つ目のテーマ、

子宮収縮薬についてです。子宮収縮薬については、前回報告書のテーマに沿った分析にて

取り上げておりますので、その旨を本パートの２行目に追記を致しました。 

 ６ページ、子宮収縮薬使用事例における用法・用量、胎児心拍数聴取方法をご覧下さい。

子宮収縮薬が使用された事例７５８件のうち、オキシトシンを使用した事例６５６件にお

ける用法・用量および使用時の分娩監視装置による胎児心拍数聴取方法について、各出生

年のオキシトシン使用事例件数に対する割合を図４－Ⅳ－１にグラフでお示ししておりま

す。 

 傾向については、７ページにございます。オキシトシンを使用した事例において、用

法・用量が「産婦人科診療ガイドライン－産科編」の基準範囲内であった事例の出生年別

の割合は、２０１７年の集計結果を追記し、２０１４年の５３.８％から２０１６年の４

３.９％までは減少傾向にあり、２０１７年に５６.５％で増加したとしております。胎児

心拍数聴取方法が連続的である事例の割合につきましても、２０１７年の集計結果を追記

し、２０１７年に８０.６％で減少したとしております。用法・用量が「産婦人科診療ガ

イドライン－産科編」の基準範囲内であった事例で、かつ胎児心拍数聴取方法が連続的で

ある事例の割合は、「２０１４年以降は４０％前後」から「４０％台を推移している」に

変更しております。２０１７年の集計結果の追記等ございますが、前回報告書から傾向に

変化はございませんでしたので、傾向の書きぶりにつきましては変更ございません。 

 なお、前回報告書と同様に、以降、結果の傾向案には２０１６年および２０１７年は未

送付事例が多いため、傾向に留意する必要がある旨を記載致しました。 

 また、グラフの横軸の出生年の２０１７年に米印を付記し、確定している補償対象事例

のうち３割は未送付であり、集計対象に含まない旨を記載しております。 

 続いて７ページ、２）子宮収縮薬使用事例における説明と同意の有無をご覧下さい。子

宮収縮薬が使用された事例７５８件における説明と同意の有無について、各出生年の子宮
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収縮薬使用事例件数に対する割合を８ページ、図の４－Ⅳ－２にグラフでお示ししており

ます。子宮収縮薬を使用した事例において、「産婦人科診療ガイドライン－産科編」で推

奨されている文書での同意があった事例の出生年別の割合と、文書または口頭のいずれか

での同意があった事例の割合は、２０１７年の集計結果を追記する形と致しました。同意

の有無が不明であった事例の割合は、２００９年の３８.６％から２０１６年の０.０％ま

で減少傾向にあるというところから、２００９年の３８.６％から減少傾向にあり、２０

１６年と２０１７年は０.０％であったとしております。こちらにつきましても、前回報

告書から傾向に変化がございませんでしたので、傾向の書きぶりにつきましては変更はご

ざいません。 

 続きまして、９ページより、２つ目のテーマ、新生児蘇生についてです。１）生後１分

以内に新生児蘇生処置が必要であった事例における、生後１分以内の人工呼吸開始の有無

では、生後１分以内に新生児蘇生処置が必要であった事例１,８８０件における生後１分

以内の人工呼吸開始の有無について、各出生年の生後１分以内に新生児蘇生処置が必要で

あった事例件数に対する割合を、図４－Ⅳ－３にグラフでお示ししております。 

 １０ページとなります。傾向につきましては、生後１分以内に新生児蘇生処置が必要で

あった事例において、「ＪＲＣ蘇生ガイドライン」で推奨されている新生児蘇生法（ＮＣ

ＰＲ）アルゴリズムに沿って、生後１分以内に人工呼吸が開始された事例の出生年別の割

合は、「２０１７年は７４.７％で減少した」を追記致しました。 

 生後１分以内に人工呼吸が開始されていなかった事例の出生年別の割合は、２００９年

から２０１７年まで１０％台を推移しているとし、「１０％前後」から「１０％台」に変

更しております。事例の積み重ねによる集計結果の変動がございますが、こちらも前回報

告書から傾向に変化はなく、書きぶりにつきましても変更はございません。 

 次に、１１ページの３つ目のテーマ、吸引分娩についてです。１）吸引分娩が行われた

事例における総牽引回数では、吸引分娩が行われた事例４２９件における総牽引回数につ

いて、各出生年の吸引分娩が行われた事例件数に対する割合を、図４－Ⅳ－４にグラフで

お示ししております。 

 傾向については、１２ページにございます。こちらのテーマにつきましても、２０１７

年も前回報告書から傾向に変化がございませんでしたので、傾向の書きぶりにつきまして、

変更はございません。 

 次が、胎児心拍数聴取についてです。１）胎児心拍数聴取実施事例における胎児心拍数



 -34- 

聴取に関する産科医療の質の向上を図るための指摘があった項目では、胎児心拍数聴取が

実施された事例３,１０４件において、産科医療の質の向上を図るための指摘があった胎

児心拍数聴取に関する項目を出生年別に集計し、各出生年の胎児心拍数聴取が実施された

事例件数に対する割合を、図の４－Ⅳ－５にグラフでお示ししております。 

 傾向は１３ページにございます。入院から分娩までに胎児心拍数聴取が実施された事例

において、胎児心拍数聴取に関する産科医療の質の向上を図るための指摘があった事例の

出生年別の割合は、２０１４年から２０１７年まで、「２０％台」から「２０％前後を推

移している」に変更しておりますが、こちらにつきましても、前回報告書から傾向に変化

がございませんでしたので、傾向の書きぶりにつきましては変更がございません。 

 １４ページより、５つ目のテーマ、診療録等の記載についてです。本テーマは経年の推

移を見るため、第１１回再発防止に関する報告書より、原因分析委員会で決定した基準に

沿った集計項目および集計表に変更致しました。集計対象については、２０１５年に原因

分析委員会で決定した基準に沿った診療録等の記載に関する評価を開始した、出生年が２

０１４年の事例より集計しております。 

 １）集計対象事例における診療録等の記載に関する産科医療の質の向上を図るための指

摘があった項目では、本章の集計対象事例３,１４６件のうち、出生年が２０１４年から

２０１７年の事例１,２７８件において、診療録等の記載に関する産科医療の質の向上を

図るための指摘があった項目を出生年別に集計し、表４－Ⅳ－１に集計表でお示ししてお

ります。 

 傾向は、診療録等の記載につきましては、２０１４年から２０１７年の４年分の集計結

果であり、現時点で傾向を読み取ることは難しいため、引き続き診療録等の記載に関する

産科医療の質の向上を図るための指摘があった事例について動向を概観するとしておりま

す。 

 続きまして、１６ページには、引用文献、参考文献を掲載しております。 

 １７ページには付録として、再発防止委員会および各関係学会・団体等の動きを掲載し

ております。こちらには再発防止委員会の動きは背景色を変えてお示しし、今後追記を予

定している項目につきまして、濃いグレーに白抜きの文字でお示ししております。 

 資料７の従来案は以上でございます。 

 次に、診療録等の記載の集計結果と、付録の掲載形式を変更した改訂案をご説明致しま

す。資料の８をご用意下さい。 
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 まず、診療録等の記載についてですが、先ほど従来案でもご説明致しましたように、出

生年が２０１４年の事例より集計を行っております。前回報告書までは集計対象が２０１

４年から２０１６年の３年分であり、２０１６年は未送付事例も多いため、傾向を読み取

ることが難しいと考え、集計表で掲載を行っておりました。今年度は２０１７年を追加し

４年分となったため、出生年数の動向を読み取ることができると考え、従来の集計表をも

とに、グラフ形式に改訂する案を作成致しました。１ページにございます「はじめに」に

その旨を追記致しました。また、グラフ形式に改訂することに伴いまして、前回報告書ま

での形式の集計表は、他のテーマ同様、ホームページに掲載することで考えておりますの

で、その旨を５ページの結果の５行目に記載しております。 

 それでは、改訂した診療録等の記載の詳細をご説明致しますので、１４ページをご覧下

さい。本章の集計対象事例３,１４６件のうち、出生年が２０１４年から２０１７年の事

例１,２７８件において、診療録等の記載に関する産科医療の質の向上を図るための指摘

があった項目を出生年別に集計し、各出生年の集計対象事例に対する割合をグラフでお示

ししております。 

 このうち、分娩誘発・促進に関する記録、急速遂娩に関する記録、新生児蘇生に関する

記録およびその他の記録についても出生年別に集計し、各出生年の集計対象事例に対する

割合を図４－Ⅳ－６のグラフにお示ししております。 

 １５ページの図の４－Ⅳ－６をご覧下さい。なお、グラフ形式でお示ししている項目は、

従来の集計表の大項目と中項目と致しました。傾向につきましては、「本章の集計対象事

例において、診療録等の記載に関する産科医療の質の向上を図るための指摘があった事例

の出生年別の割合は、２０１４年と２０１５年は１９.３％で横ばい、２０１６年は１３.

７％で減少し、２０１７年は１７.４％に増加した」と致しました。 

 次に、１７ページの付録についてでございます。こちらは掲載内容の今後の増加を見越

して、レイアウトを変更致しました。また、前回の第１３回報告書では、再発防止委員会

の動きについて背景色を変えていることに関しての説明がなかったため、冒頭に説明文を

加えました。 

 資料８は以上でございます。 

 最後に、資料７の参考１として、先ほどのご説明でも触れておりました、ホームページ

へ掲載を予定している集計案をご用意致しました。こちらは昨年度掲載した集計案から、

１か所のみ修正をしております。 
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 １－２）－（１）子宮収縮薬使用事例における種類別の使用状況の注４でございます。

こちらの集計表につきましては、数値等の確認を行っておりますので、次回委員会にて、

資料にて改めてご提示する予定でございます。 

 ご説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願い致します。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。要は最後の、随分グラフにして見やすくなりましたねと去年

申し上げていたところの、そこのグラフに資料８の１４ページ、１５ページを見て頂きま

すと、診療録の記載に関する指摘は、２０１４年の報告書版から指摘の仕方の文章が統一

されて変わりましたので、その統一された文章による、したら駄目ですよという、４ペー

ジにあります黄色い枠で囲んだところ。少しよろしくないですよと書いてある割合をグラ

フ化したと。前のバージョンは表のままで載せたのだけれども、それを４年あるから少し

グラフ化してみようと、グラフ化して頂いたということでございます。 

 書きぶり等も含めて、ご意見いかがでしょうか。小林委員、お願いします。 

○小林委員 

 小林です。追加の説明をさせて頂きます。 

○木村委員長 

 お願いします。 

○小林委員 

 資料の８、あるいは７も同じですが、２ページに集計対象が図で示されています。なる

べく長い期間の傾向を見ようということで、５年前までの分を見ているわけですが、今回

は２０１７年が加わりましたけれども、まだ１００件近く原因分析報告書ができていない

事例があるので、傾向が若干もしかしたら変わる可能性があるというところが注意点です。 

 一方で、２０１６年は、今回３３６件まで報告書が増えて、昨年度よりも１００件ぐら

い増えているので、かなり２０１６年の実態はつかんできていると思います。全体を見る

と、昨年の傾向と特に大きな変化はないと思います。特に説明と同意は順調に伸びていま

すし、いい方向で改善していますし、胎児心拍数聴取も微妙ですが減少してきていますが、

他のものについては、少しまだ改善については少し伸び悩んでいるかなという状況かなと

思います。 

 以上です。 

○木村委員長 
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 ありがとうございました。全体の全容を概観して頂きましてありがとうございます。こ

れはこういう数字だったと言うしかないわけで、こうなっています。再発防止の一定の効

果があるところとないところがあるということだと思いますが。どうぞ。 

○勝村委員 

 すみません、少し聞き逃したかもしれないのですが、診療録のところが２０１７年まで

入ってグラフ化してもらって、もちろんグラフ化していって見ていくほうがいいと思うの

で見やすくなったと思うのですが、これはなぜ２００９年からではないのでしたっけ。 

○木村委員長 

 事務局、よろしいですか。 

○事務局 

 事務局より失礼致します。こちらの経緯につきましては、診療録等の記載のところにも

掲載しておりますけれども、こちらにつきまして、第１１回の再発防止に関する報告書よ

り、原因分析委員会の決定した基準に沿った集計項目に変更致しております。そのため、

２０１５年の原因分析委員会で決定した基準に沿った診療録等の記載に関する評価を開始

した出生年が、２０１４年の事例より集計するということの整理になっておりますので、

２００９年ではなく２０１４年から集計をするようにしております。 

○木村委員長 

 基準が曖昧だったのを、ある程度整理した年次が２０１４年ということで、それまで特

に診療録に関してはエビデンスとかそういうのもあまりないので、少しばらつきがあった

というようなことが、ここに入っていないというような理由でよろしいですかね。そうい

うことなんだそうです。勝村委員、いかがでしょうか。 

○勝村委員 

 分かりました。もう一つ、少し違うことというか、説明と同意のところを少し今見て思

ったのですが、４－Ⅳ－２ですかね。「文書または口頭での同意あり」というのがあるの

ですが、「文書かつ口頭での同意」というのはないですね。つまり、文書で同意を取って

いるということは、口頭でも文書でも両方で取っているという意味ですよね。 

○事務局 

 はい、そのような解釈でよろしいかと思います。 

○勝村委員 

 そうですよね。そうでしたら、少し文章の表現について、最近たまたま僕、文書だけに
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サインするようにと言われて口頭の説明がなかったという事例の話を少し聞いたりもした

のですが、少しそれはイレギュラーな話なのかもですが、「文書または口頭」という項目

ではなしに、「文書での同意あり」と、「口頭のみの同意」と「同意なし」と「同意不明」

の４つにしたほうがいいのではないですかね。このグラフを見ていると、「口頭のみの同

意」というのは、多分ずっとほぼ同じパーセントで変わってないということが読めるので、

「同意不明」というのが減って「文書の同意」が増えているけど、口頭だけで同意してい

るというパーセントはずっと維持されていてという問題があるのではないかと思うので、

やや無痛分娩の流行で、子宮収縮薬の説明がなかったというのがやや増えているのかもし

れないという実感というか、統計的な意味で思っているので、やっぱりちょっと文書無し

で口頭だけでは駄目なので、文書と口頭をくっつけるということについては、後で見る人

自身がくっつけることはくっつけて考えることはできるので、グラフは別にしたほうがい

いのではないかなと思いましたが、いかがでしょう。 

○木村委員長 

 これは集計の仕方として、要は「文書または口頭での同意あり」、「文書での同意あり」

イコール口頭での同意ありと解釈していいですか。 

○事務局 

 事務局より失礼致します。７ページをご覧頂きたいのですが、こちら、口頭での同意が

あった事例の集計結果に関しましては、ホームページに集計表を掲載する予定でございま

すが、こちらをまた別でグラフの中にお示しするという案でございますでしょうか。 

○木村委員長 

 いや、というか単純に、水色の点線引く青の実線は、口頭での同意ということではない

んですかというのが勝村委員のおっしゃりたいことだろうと思うのですが。この差がね。 

○事務局 

 大変失礼致しました。おっしゃる通りでございます。 

○木村委員長 

 そうしたら、むしろそちらをグラフに載せられたほうがいいのではないかという。口頭

同意というのが少しあやふやなところがどうしてもあるしというご指摘だと思うのですが。 

○事務局 

 事務局より失礼致します。こちらの項目につきましては、ガイドラインの表記に沿った

項目にしておりまして、そのため「文書での同意」と「文書または口頭での同意」という
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ふうに分類をしておりますが、いかがでございましょうか。 

○勝村委員 

 ご存じだと思うのですが、この６年間かな。２０１５年ぐらいからだから７年、８年、

製薬企業が「適正使用のお願い」という文書を、毎年、医療機関に対して、文書でも同意

取って下さいと出している状況もあり、これ、かなり順調に増えてきているので、文書の

同意が７割を超えてきているけれども、口頭でまだ同意を取っているのも少し残っている

なというのが見えて、「不明」といういいかげんなものはなくなったし、「同意なし」も

ないけど、あとは「口頭での同意」をいかに、残り３割を文書の同意に変えていけるかと

いうことが分かりやすいという意味では、そういう項目にすることが可能ならばして欲し

いなという気がします。 

○木村委員長 

 もし原因分析報告書からの集計で「口頭のみ同意」という集計があって、それで「文書

での同意」というのと「口頭のみでの同意」という項目があるのであれば、「口頭のみ」

という線に変えたほうがいいのではないかというのがご意見だと思います。 

○事務局 

 事務局より失礼致します。データの取り方も少し確認させて頂きまして、あとはこの変

遷も見たいというのがもともとのコンセプトだったと思いますので、少し預からせて頂い

て、整理させて頂いて、次回お示しさせて頂ければと思います。 

○木村委員長 

 データの取り方と、要は単純に水色の点々引く青の実線が、勝村委員がおっしゃる口頭

同意というふうに解釈できるのかどうか、少しそこは１回、事務局的に確認をさせて頂こ

うと思います。確かに文書同意を１００％にしようとすると、一番いい方法は陣痛が来る

前に同意を取るということなのですね。現実にうちもそうしています。妊娠経過中にこれ

をすることがありますということで情報入れて、同意を取っているというやり方をすると、

これは文書同意が１００％になるというようなことになりますので、少しそれが現実的に

全ての医療機関でフィージブルなやり方かどうかということも含めて考えないといけない

ことかなと思います。 

○勝村委員 

 誘発のとき以外の話も入っているのですか。 

○木村委員長 
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 そうです、そうです、全然取っていますよ。だっていつ促進するか分からないし。 

○勝村委員 

 いや、それは木村委員長のところの病院ですよね。このグラフは、そうか。途中で……。 

○木村委員長 

 事案だから、誘発も促進も全部入っていると思います。 

○勝村委員 

 急速遂娩をするときも、帝王切開するか、迅速か、それも全部入っていると。なるほど。

少しまとめて頂いてそれで結構なのですが、やっぱりやや点線で書いてくれているという

意味で、少し別にネガティブな感じが出ていると思うのですが、少しやっぱり、できれば

より丁寧に説明が、特に誘発の場合はされるべきだと思うので、何かそういう点線が１０

０だからいいという感じではない見え方、色とかそういうので工夫してもらったらいいか

なと思いました。まとめて頂く感じで結構です。 

○木村委員長 

 分かりました。では少し１回この統計の取り方、集計の仕方を１回確認させて下さい。

多分誘発と促進と分けてないですよね。誘発と促進を分けていないので、その辺りもある

のかもしれないと思いますが、少しそれは一度事務局で確認していたことに致しましょう。 

 ありがとうございます。他に何かありますか。 

○石渡委員長代理 

 よろしいでしょうか、石渡ですが。今、木村委員長が言われたように、あらゆる可能性、

どういうことが今後起こり得るという偶発事例的なことも含めていくと、あらゆる可能性

を書いていけば、本当に文書による同意ということで初めに取ってしまえばいいと思うの

ですが、産科は経過を見ながら色々事象が変わってきますので、そのときに急変したとき

のいわゆる同意ということになると口頭でやるようになってしまうわけですよね。流れと

しては、やはりあらゆる可能性を初めの説明のときに同意の中に盛り込んで、書類によっ

て作るという流れが今できているのではないかと思っているのですが、そういう意味でだ

んだん変わってくるのではないかなと思うんですね、同意の在り方がというふうに私は思

っております。 

○木村委員長 

 その辺りの、我々のように、うち大体オキシトシンの使用率７０数パーセントぐらいだ

と思うんです。８割弱の人にオキシトシン使っているので、そうなると使うことがデフォ
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ルトなので、みんなに取ってもいいだろうというようなことになるわけですが、これに対

してもちろん今、批判もあります。ＷＨＯとか色々な分娩の在り方というような文章見て

いると、そういうスタンスでは非常に批判的なことも最近書かれていますし、この辺り、

どこで取るかということも含めて、これはまたどこかで議論しなくてはいけないことかも

しれないですね。確かにその通りだと思います。 

○勝村委員 

 よろしいですか。僕の個人的な意見を少しお伝えしておくと、僕は誘発の際に説明がな

いというのは問題だという認識は強く持っています。だから、僕は誘発のときに、誘発を

するということであれば、必ず説明と同意が必要だと思っていて。そこは１００％にして

欲しいなという思いであります。促進に関しても、もちろんできるだけしたほうがいいの

ですが、ある種救急医療的な部分というのは、少し全然シチュエーションが違うので。僕

は説明がないまま誘発するということが従来あったことについてはやっぱりなくしたいと

いう思いが、自分の経験からも強くあります。 

○木村委員長 

 いや、それはおっしゃる通りだと思います。そこの区分けは今できないかな。少しそれ

も含めて１回少し調査をして頂いたというふうに思います。誘発分娩のときの同意率と、

促進等の予定外に使うときの同意率というのは、少し出るかどうか１回確認をさせて下さ

い。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 他に特にございませんか。 

 そうしたら改訂案という最後の表も、グラフにするというようなほうが見やすいと思い

ますし、その形でよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 そうしたら一応資料８をもとに、本番の冊子を作成したいというふうに思いますので、

よろしくお願い致します。ありがとうございました。 

 それから、次は再発防止に関する報告書で、テーマに沿った分析、第１５回、来年分で

すね。来年度分の少し準備状況ということで、事務局のほうからのご説明をお願い致しま

す。 

○事務局 

 事務局よりご報告させて頂きます。本体資料の２ページ下段、議事２の（１）対照群を

用いた子宮収縮薬に関する分析についてをご覧下さい。前回委員会では、機構における倫

理審査委員会申請書類一式をご確認頂き、委員会後には、利益相反自己申告書や研究倫理
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に関する受講証明書をご返送頂きました。日本産科婦人科学会における臨床研究審査委員

会への申請につきましては、現在審査中とのことでございます。近日中に結果が出るかと

思いますので、またご報告をさせて頂きます。 

 機構の倫理研究倫理審査委員会につきましては、開催の準備を進めているところでござ

います。学会の審査結果と併せまして、倫理委員会の今後の進捗につきまして、改めてご

報告をさせて頂きます。 

 今後のスケジュールにつきましては、本体資料の３ページにご参考として掲載しており

ます。まずは機構の倫理委員会の開催と並行しまして、周産期登録データベースが取得出

来次第、データのクリーニングを行いまして、次回の委員会にて、分析方法や分析の方向

性についてご検討頂く資料とする予定でございます。１月以降の委員会にて具体的な分析

案等をご審議頂きまして、２０２５年の３月に第１５回報告書として取りまとめる予定で

ございます。 

 ご報告は以上となります。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。日本産科婦人科学会の倫理委員会のほうに申請をしまして、

今データベースを取得できるかどうかということを問い合わせているというところでござ

います。それができたら、こちらの機構の倫理委員会で審査して頂くというような手続が

必要になろうかと思います。もちろん匿名化されたデータではありますけれども、勝手に

使ったらいかんというのが最近のトレンドですので、そのような形で今、粛々と進めてい

るというところでございます。来たら来たで何を比べるかというのはなかなか大変な作業

で、比べても大したものが出ないのかもしれないし、それは少しやってみないと分からな

いので、またこれが来た段階で色々ご検討頂いてというふうに思います。 

 よろしいでしょうか。これは現状の報告でございます。 

 続きまして、新生児蘇生に関するリーフレットについて、これも報告でございます。資

料９がございます。お願い致します。 

○事務局 

 新生児蘇生についてに関するリーフレットについてご報告致します。今年度の委員会で

ご審議頂いておりました、リーフレット「適切な新生児蘇生の実施のために」につきまし

て、前回委員会の審議内容を反映した案を委員の皆様にご確認頂いた上で、校了と致しま

した。本日、資料９としてご提示しておりますので、ご参照頂ければと存じます。こちら
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の完成したリーフレットは、後日、各委員へお送り致します。今後は昨年と同様に、ホー

ムページへの掲載、本制度加入分娩機関への一斉発送と、国や地方自治体、各関係団体へ

の発送等の周知活動を行っていく予定でございます。 

 ご説明は以上でございます。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。先生方には様々なご意見、あるいはお知恵を頂きまして、

「適切な新生児蘇生の実施のために」というリーフレットができました。これはまた関係

各位に送って、このことを周知していくということでございます。 

 よろしいでしょうか。どうもご協力頂きまして、ありがとうございました。 

 そうしましたら、あともう一つは、その他の報告事項でございます。事務局のほうから

お願い致します。 

○事務局 

 ご報告とご連絡を２、３失礼致します。まず、再発防止報告書の周知に向けた取組み状

況についてでございます。日本看護協会機関誌の『看護』９月号におきまして、１３回再

発防止に関する報告書のテーマに沿った分析として取り上げました子宮収縮薬について、

医療従事者と妊産婦、家族のコミュニケーションを紹介する記事を掲載頂きましたので、

ご報告致します。本件を含めまして、引き続き、周知に向けた取組みを継続してまいりま

す。効果的な周知方法等ご相談させて頂くことがあるかと存じますが、何卒よろしくお願

い致します。 

 続きまして、機構でのインボイス制度、こちらについてのご連絡でございます。１月末

に委員の皆様宛てに、当機構総務部経理課より、来月施行されますインボイス制度につい

てご連絡させて頂いておるかと思います。お手続等、対応について何かございましたら、

当機構総務部までご連絡頂ければと存じます。 

 最後に、次回開催日程についてご連絡致します。次回開催日程は、１１月１５日水曜日

１６時からの開催で、終了時刻は１８時半の予定でございます。後日、開催案内文書と出

欠連絡票を送付させて頂きますので、ご出欠の可否につきましてご連絡下さいますよう、

よろしくお願い致します。 

 事務局からは以上でございます。 

○木村委員長 

 ありがとうございました。あと私から、実は９月１２日に、台湾でジョイントコミッシ
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ョンオブ台湾、ＪＣＴという組織、これは日本のＪＱ、日本医療機構評価機構に相当する

組織でございますが、これは台湾産婦人科医学会のほうからの依頼だったと思いますが、

私に産科医療補償制度、日本の状況について話せというご依頼がまいりまして、これは後

理事に全くおんぶにだっこで、後理事のスライドをカンニングして使わせて頂いたような

ものでございますが、そこで発表させて頂きました。台湾と日本の色々な差も少しかいま

見たわけでありますが、台湾は原因分析報告書を患者さんには渡していないとか、これは

立場とか色々なことがありまして、やっぱり透明性という面では日本はやっぱり進んでい

るのではないかなという気が致します。 

 台湾のほうでは、例えば新生児死亡とか母体死亡にもそういう補償をつくっておりまし

て、どうも日本よりはむしろ福祉に寄っている。日本はあくまで損害保険に寄っているよ

うな形でありますが、どちらかというと台湾は少し福祉に寄っているのかなというような

印象を持って、色々なお国柄の違いがあって、それも色々勉強してまいりましたが、また

先生方にもそのような情報が入りますように、また色々な情報も入れていきたいと思いま

すし、また機構のほうには、台湾のちょうど報告書みたいなのがありましたので、全部中

国語なので、読んでも何となく分かるだけで細かいことはよく分からないのですが、こん

なことが起こっているんだなということがざっくり分かるようなものを機構のほうでお持

ち頂きましたので、また何か参考になればというふうに思っております。 

 他に何か全体を通じまして、ご発言ございませんでしょうか。石渡委員長代理、お願い

致します。 

○石渡委員長代理 

 木村委員長、どうもご苦労さまでした。台湾のほうの状況は私もよく分からないのです

が、今の産科医療補償制度、日本で行われているこの制度があることによって、非常に原

因分析委員会の報告書が、患者にも医療機関にも全く同じものが行くわけで、非常に透明

性に優れているわけで、その中で訴訟が減っていることは間違いないし、それからまた、

医療が発展していくということも間違いないと思うのですが、台湾での訴訟の状況という

のは、木村委員長、分かりますか。 

○木村委員長 

 台湾は、おっしゃっていること、少しパーセントまでは存じないのですが、結構すぐに

刑事になると。医療事故が、いわゆるマルプラクティスとして業務上過失傷害、あるいは

業務上過失致死に容易になってすぐ捕まると。お医者さんすぐ捕まると、それは少しまず
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いなということで、それを問題視して、産科医療補償制度、ずっと日本ができてから、向

こうが頑張ってつくられたわけですが、その辺りの背景が大分日本と違うなという印象は

持ちました。かなりお国柄として違うと思います。 

○石渡委員長代理 

 どうもご苦労さまでした。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。勝村委員、お願い致します。 

○勝村委員 

 すみません、少し元に戻る話なのですが、少し思い出したのですが、主な原因というこ

とに関して、少し小林委員とかに、１つだけと複数があることの整理とかという話があっ

て、以前からずっと持っている違和感の本質が、僕は死亡診断書とかだったら、例えば死

亡なのだけれども、まず敗血症が死因だといったら、それの原因は、例えば腸膜の虚血だ

とか、それの原因は心房細動だとか、そういうふうに書いてあるんですよね。さらに原因

はとか。例えばまた、死因がもし出血性ショックだったら、その原因はどこどこの静脈が

破裂したからで、その原因は、さらに何とかの脈圧の亢進で、それがそうなったら何々だ

とかいうふうに段階で原因というのは整理しているのが、すごく死亡診断書の書き方だと

納得できるんだけれども、原因分析報告書が主な原因として書いているのが、そういう整

理が報告書ごとになくて、例えば死亡診断書だったら上から３つ目に書くようなことが主

な原因に書いていたり、またある報告書は死亡診断書ならば一番上に書くような出血性シ

ョックと書いていたり、出血性ショックに最終的になっているんだけど、その１つ手前、

２つ手前の原因を主な原因としているようなケースもあったりということで、少しやっぱ

りそういう一次的、二次的、三次的という整理が、そういう整理をしてほしいとも言って

ないからかと思うのですが、何かそういう整理になってないところがあるように思うので、

そういう面も少し専門家の先生に見てもらって、なるほどという整理ができたら、また意

味があるようになってくるのかなと思っていたという、当初から持っていて違和感を少し

お話しさせて頂きました。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。その点は少しまた事務局から原因分析の先生方に、こういう意

見があるということでお伝え頂いて。ただ教科書的な知見しか私も分かりませんけど、５
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０何％も原因あるのかと逆に思ってしまいまして。大体分娩時、これ言ってしまうとこの

制度自体が成り立たないわけですが、分娩時のハイポキシアでの脳性麻痺は大体１０％ぐ

らいと言われていますので、それからするとえらい多いなというのは、正直なところなん

です。なので、少しやっぱり原因分析に色々な負荷がかかっているのではないかなという

気も致しますし、私はずっと最初の段階からそれを見て、少し逆にそういう違和感を持っ

ておりました。原因不明というか、胎内での事象だというふうに書けない雰囲気があるの

かなというのは少し思っておりました。 

○勝村委員 

 ありがとうございます。主な原因と書いちゃうことが、そもそもやっぱり意味がないと

思っていて、思考停止になってしまうので、もっと深く内容は分析しているのに、最後に

何か変にまとめちゃうというのが全然得しないというか、やっぱり重いし、常位胎盤早期

剥離が原因だけれども、その後、ＤＩＣになって、羊水塞栓になって、出血性ショックに

なってというような書き方をしているところもあれば、その前にそれになった原因は、も

う一つ前にこういうことがあったからだよというのもあるので、一生懸命色々な分析をし

てやっている、原因分析とか再発防止の観点からすると、ああいうふうに変にまとめちゃ

うというものがすごく無意味というか、逆に変な感じが僕はしたんだけれども、少し専門

家の先生から見たらどう思われるのか、少しきちんと見て頂けたらありがたいです。以上

です。 

○木村委員長 

 ありがとうございます。少しそれは一度、また原因分析の先生方の今お感じになってい

るところとかを伺ってみて、そういう意見交換も、ぜひ貴重な場ですので、させて頂きた

いと思います。 

 よろしいでしょうか。他に特にご発言ないでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。本日の委員会ここまでとさせて頂きます。

また次回、よろしくお願いします。それまでにメール審議がございます。 

 １つだけ少し言い忘れていたのですが、先ほどの時間のチャート、時間軸ところに、分

娩前何時間というふうな解説も少しつけてもらおうと思っていますので、すみません、そ

のことを言い忘れておりました。表現法として、分娩前何時間という項目もつくと。何時

何分というのと同時に、主立ったところに分娩まで何時間とつくということだけ少しご理

解頂きたいと思います。そういった形でメール審議に回させて頂きます。よろしいでしょ
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うか。 

 それでは、どうもありがとうございました。本日は閉会とさせて頂きます。またよろし

くお願い致します。 

 

―― 了 ―― 

 


